
JP 2008-511506 A 2008.4.17

10

(57)【要約】
　この装置（１）は大きな管状のベース（３）と蓋（４
）とを有し、ベースはネック（２１）の外向面に結合す
るようになっており、容器へと開口するために提供され
た貫通孔（３２３）を内部に形成し、蓋は、蓋の関節の
あるストリップの少なくとも一つによってベース（３）
に単一の部品として備わっており、ストリップは蓋をベ
ースに対して閉じた位置と開いた位置との間で移動させ
ることができる。装置を殺菌する時に消毒液が装置内に
浸透するのを制限するために、単純に形成され、組立て
られる装置を有する一方で、フローベント（６）がベー
ス（３）の穴（３２３）に配置され、密封的に固定され
るために付与される。このベントは、閉じた位置にある
蓋（４）との接触領域（６１３、６６１、６６３）をし
っかりと維持し、且つ容器に向けられている側において
は、ベースがネックの外向面に連結される時に、ネック
の内向面に当接する密封リップによって延ばされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネック（２１）を有する容器（２）を密封するための密封装置であって、装置はほぼ管
状のベース（３）と蓋（４）とを有し、ベースは、ネック（２１）の外向面に固定される
ようになっており、且つ容器内へと開口するための穴（３２３）を内部に形成し、蓋は、
蓋をベースに対して閉じた位置と開いた位置との間で回動させるためのヒンジストリップ
５を少なくとも一つ介してベース（３）と一体的に形成されており、装置は更にフローチ
ムニ（６）を備えており、チムニはベース（３）の穴（３２３）に嵌め込まれて、密封的
に保持されるようになっており、閉じた位置にある蓋（４）との漏れ止め接触の領域（６
１３、６６１、６６３；６１３、６６１’、６６３’）を形成し、ベース（３）がネック
の外向面に固定される時に、容器（２）に面する側において、ネック（２１）の内向面に
当接するようになっている密封リップによって延びることを特徴とする装置。
【請求項２】
　チムニ（６）には、ベースが容器に固定されている時、ベース（３）と容器（２）のネ
ック（２１）との間に介在するための外周フランジ（６３）を備えており、フランジの外
周端がベース（３）の内向面の一部（３１２）に対して密封するための可撓性密封リップ
（６３１）を形成することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　チムニ（６）がベース（３）に嵌め込まれる時、ベースの内向面の少なくとも一部（３
２４）が、チムニの外向面（６１１）によって支持される漏れ止め接触領域（６１２）と
相補的な形状によって協働することで、チムニとベースとの間に形成される隙間（８１）
を漏れないように密封することができることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　蓋（４）が閉じた位置にある時、蓋の内部（４２７、４１１、４１２；４２７、４１１
’、４１２’）が、チムニ（６）の外向面の一部（６１１、６６４；６１１、６６４’）
、及び場合によっては内向面の一部（６６２；６６５’）によって支持される漏れ止め接
触領域（６１３、６６１、６６３；６１３、６６１’６６３’）と相補的な形状によって
協働することで、蓋とチムニとの間に形成される隙間（８２）を漏れないように密封でき
ることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　容器（２）から離間した側において、チムニ（６）が、容器（２）に含まれる液体など
を取り出すための管状の注ぎ口（６６；６６’）を形成し、蓋（４）が、蓋が閉じた位置
にある時に、漏れないように注ぎ口を覆い密封する壁（４１）を有することを特徴とする
請求項１から４のいずれかに記載の装置。
【請求項６】
　少なくとも一つの当接スカート（４１１、４１２；４１１’、４１２’）が、注ぎ口（
６６；６６’）の内向面（６６２；６６２’）及び／又は外向面（６６４；６６４’）の
対応する部分（６６１、６６３；６６１’、６６３’）に漏れないように当接し、蓋（４
）の前記壁（４１）から突出していることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　注ぎ口（６６）には、引き剥がし、破り取ることのできる密封材が内部に設けられてい
ることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　注ぎ口（６６’）にはリップ（６６５’）が備えられており、リップは注ぎ口の内向面
（６６２’）から注ぎ口へと突出し、前記蓋が組立てられる間に、リップは非変形状態と
変形状態の間を蓋（４）によって弾性的に変形されるようになっており、非変形状態にお
いては、リップはチムニ（６）の長手軸X-Xにほぼ垂直な平面に通常広がっており、変形
状態においては、リップが蓋に対して周辺の密封線（６６１’）を形成することを特徴と
する請求項５から７のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
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　チムニ（６）及び蓋（４）が、特に相補的な形状によって、閉じた位置で蓋を保持する
ための各保持手段（６５１；４２４Ａ、４２５Ａ）を支持し、保持手段がチムニと蓋との
間の漏れ止め接触を提供する領域（６１３、６６１、６６３；６１３、６６１、６６３’
）とは異なる領域でチムニ及び蓋に配置されることを特徴とする請求項１から請求項８の
いずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　蓋（４）が、蓋が閉じた位置にある時に、チムニ（６）を取り囲む側壁（４２）を有し
、側壁の外向面が、ヒンジストリップ（５）に配置される凹部（４２１）をその周辺に有
することを特徴とする請求項１から請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　ストリップ（５）の又はストリップ（５）それぞれの好適な変形領域が、ベース（３）
に対して蓋（４）を回動させるための回動軸Z-Zを形成し、変形領域がストリップとベー
スとの間の連結領域よりストリップと蓋との連結領域により近く配置されることを特徴と
する請求項１から請求項１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　蓋（４）に外部スタブ（４２８；４２８’）が設けられており、外部スタブが、蓋の周
囲のヒンジストリップ（５）に配置されており、蓋がその閉じた位置からその開いた位置
へと移る間に、ベース（３）に対して当接し、摺動する形状であることを特徴とする請求
項１から請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　ベース（３）が、蓋が開いた位置にある時に、スタブを受容し、固定するためのハウジ
ング（３２６；３２６’）を形成することを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　装置が装置（１）の最初の使用を示すためのインジケータ（７；７’）を有し、前記イ
ンジケータが少なくとも一つの細長いタブ（７１；７１Ａ’、７１Ｂ）を有し、タブは、
蓋（４）が最初に開かれる前は、ベース（３）のほぼ周方向に沿った長手方向に延び、タ
ブの第一の端（７２；７２’）がベース（３）と蓋（４）の中のある要素（３）にヒンジ
式に連結されており、一方で、タブの別の端（７３；７３’）が、破断可能なブリッジ（
７４；７４’）を少なくとも一つ介して第二の要素（４）へと連結されていることを特徴
とする請求項１から請求項１３のいずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　インジケータ（７’）が、それらの第二の端（７３’）で一緒に連結されている二つの
前記タブ（７１Ａ’、７１Ｂ）を有することによって、ループ（７１’）を形成しており
、ループは、蓋（４）が最初に開かれる時に、ほぼ平坦な形態（図８）とより曲がった形
態（図１３）との間で変形可能であることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　タブ又は各タブ（７１Ａ’、７１Ｂ）には、その第一及び第二の端（７２’、７３’）
の間に少なくとも一つの追加の破断可能なブリッジ（７５’）が設けられており、前記ブ
リッジは、蓋（４）が最初に開けられる時に、タブの端のブリッジ（７４’）より先に破
断するようになっていることを特徴とする請求項１４又は請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　ベース（３）は少なくとも一つのキャビティ（３２２；３２２’）によって穴があいて
おり、キャビティは、ベースを半径方向に貫通しており、前記蓋が閉じた位置にある時に
は、蓋（４）に面するベースの縁（３２１）に軸方向に開口しており、タブ又は各タブ（
７１；７１Ａ’、７１Ｂ’）がキャビティ又はキャビティ（３２２；３２２’）の一つに
収容されていることを特徴とする請求項１４から請求項１６のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　キャビティ又は各キャビティ（３２２；３２２’）に対面して、チムニ（６）がタブ（
７１；７１Ａ’、７１Ｂ’）の色と異なる色を有することを特徴とする請求項１７に記載
の装置。
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【請求項１９】
　ネック（２１）を有する容器（２）であって、請求項１から請求項１８のいずれかに記
載の密封装置（１）に装着した容器。
【請求項２０】
　ネック（２１）を有する容器を密封する方法であって、方法が
・最初にほぼ管状のベース（３）を成形する段階を有し、ここで、ベースは、ネック（２
１）周囲に固定されるようになっており、容器（２）へと開口するための穴（３２３）を
内部に形成し、蓋をベースに対して閉じた位置と開いた位置との間を回動させるために、
少なくとも一つのヒンジストリップ（５）を介して蓋（４）と一体的に形成されており、
蓋（４）は閉位置で成形されており、
・第二にフローチムニ（６）を成形する段階を有し、ここで、フローチムニは、ベース（
３）の穴（３２３）に密封的に嵌め込まれて保持されるようになっており、閉じた位置に
ある蓋（４）と漏れ止め接触の領域（６１３、６６１、６６３；６１３、６６１’、６６
３’）を形成し、容器（２）と面する側において、ネック（２１）の内向面に当接するよ
うになっている密封リップ（６４）によって延ばされており、チムニがベース（３）及び
蓋（４）とは別個に成形されており、
・チムニ（６）をベース（３）の穴（３２３）内部に嵌め込み、それが少なくとも一つの
方向に動くのを抑制する段階を有し、
・チムニ（６）とベース（３）と蓋（４）とを有するアッセンブリ（１）の外部及び内部
に消毒液を適用し、その後にアッセンブリを洗浄する段階と、
・ベース（３）を容器（２）のネック（２１）の外向面に固定する段階を有し、ここで、
ベースを固定することでリップ（６４）がネックの内向面に漏れないように当接させる
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器を密封するための密封装置、そのような装置を備えた容器、及び容器を
密封する方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　それは、密封装置が上に配置されるネックを備えた容器にミネラルウォーターや飲用ヨ
ーグルトのような液体を充填する分野に適しており、容器から直接飲むことを可能にする
。その種類の密封装置は、一般に「スポーツキャップ」という用語で呼ばれている。
【０００３】
　ある例が米国特許公開公報第6050452号中に記載されており、三つの部材で構成される
装置を提案している。すなわち、プラスチック素材から作られたほぼ管状のベースであっ
て、容器のネックに漏れないように固定されているベースと、ネックの軸に沿って摺動す
るようにベース周囲に摺動可能に適合されている密封ノズルと、ノズルを覆う外蓋であっ
て、容器を閉めるようにそれが変形して動くのを防ぐ外蓋である。その三つの部材からな
る装置は組立てるのが困難である。更にその装置は、それを殺菌しようとする時に、問題
を有する。それは、送られている流体が通る装置の内側及び、その一部に直接そこから飲
む消費者の口が接触する装置の外側には、可能な限り細菌や微生物のような物質が混入す
べきでないからである。
【０００４】
　この事を解決するために、密封装置をそれらが容器上に組立てられる直前に殺菌するこ
とが知られており、それは、消毒液の槽にそれらを浸すこと及び／又はそのような液体を
それらに吹き掛けることによって行われ、その後にそれらを洗浄することによって前記液
体を除去する。しかしながら、消毒液を使用及びそれを濯ぐそのような作業の間に、消毒
液は、上述の三つの部材からなる装置のノズルと蓋との間及びノズルとベースとの間の隙
間に簡単に浸透及び残留する。装置を濯いでもそのような空間に浸透してしまった消毒液
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を全て除去することはできず、結果的に液体は、蓋が最初に開けられた時に、消費者によ
って摂取されてしまう危険性を有する。
【０００５】
　その種類の「スポーツキャップ」の他の実施例が、特開第2000-142761号公報に提示さ
れている。密封装置が、米国特許公開公報第6050452号の装置のベースに類似した管状の
ベースを有し、同時に、容器のネックの外向面を固定するための外部スカートと、ネック
の内向面を密封するための内部スカートと、液体が外部へと流れることができるフローチ
ムニ（flow chimney）とを有する。スカート及びチムニは、成形するのが困難な単一の部
材の形をしている。チムニを防護するために、装置は外蓋の形状をした第二の部材を有し
、それはベースの外部スカートの外向面を覆う底部を有し、一方で、蓋の頂部は選択的に
チムニを開閉するために底部に対してヒンジ係合している。使用に際しては、蓋全体が、
容器から直接飲む時に使用者を邪魔しないようにベースから外されるべきである。その装
置は、米国特許公開公報第6050452号の装置と同じくらい多くの殺菌の問題を有し、実際
には、内部ベースと外蓋との間における容易な着脱可能な連結のためにより多くの問題を
有する。それは消毒液が連結部に浸透する傾向があるからである。
【０００６】
　フランス国特許公開公報第2827261号に記載されている密封装置の他の実施例は、米国
特許公開公報第6050452号の三つの部材からなる装置のベースに類似した管状のベースを
有し、容器のネック上に漏れないように固定するのに適しており、ベースに対してヒンジ
係合した蓋と一体的に形成されることで、漏れ止めされた容器の閉じた位置と、使用者が
容器からベースを介して液体を取り出せるようにする開いた位置との間を回動する。ベー
ス及び蓋は、単一の部品として形成されており、蓋は閉じた位置において、その後にベー
スに対して蓋が回動できるようにする少なくとも一つのストリップと、密封装置の初使用
インジケータ（first-use indicator mean）との両方によってベースへと連結されており
、初使用インジケータは、例えば蓋を直接ベースに連結する破断可能なブリッジの形態、
又は完全に取り外し可能で、破断可能にベース及び蓋へと連結されている不正開封防止ス
トリップの形態である。
【０００７】
　単一部品の装置は組立てる必要はないが、効果的に殺菌するのが困難である。ベースと
閉じた蓋との間の隙間、特に蓋がベースにヒンジ係合する部分及び初使用インジケータが
、消毒液が装置に用いられた時、消毒液を捉えるトラップを構成する。装置の洗浄は消毒
液の除去には十分でないため、使用者による摂取の危険性が非常に高い。しかしながら、
ベースと閉じた蓋との間の隙間は、その後にベースに対して蓋を回動させるのに必要であ
り、それらは一般に装置を形成する時に作られる。
【特許文献１】米国特許公開公報第6050452号明細書
【特許文献２】特開第2000-142761号公報
【特許文献３】フランス国特許公開公報第2827261号
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の目的は、ヒンジ係合した蓋と容器のネックに固定されたベースとを有する密封
装置を提案することであり、その装置は、従来式の殺菌及び洗浄作業、特に現在の殺菌の
方針に沿って用いることができる一方で、消毒液の装置へのあらゆる浸透及び、液体の装
置へのあらゆる残留も可能な限り制限する。
【０００９】
　こうした目的のために、発明はネックを有する容器を密封するための密封装置を提供し
、装置は、ネックの外向面に固定されるようになっており、容器内へと開くための穴を内
部に形成するほぼ管状のベースと、閉じた位置と開いた位置との間をベースに対して蓋を
回動させるための少なくとも一つのヒンジストリップを介してベースと一体的に作られて
いる蓋とを有し、装置は更にフローチムニを備える特徴を有し、チムニは、ベースの穴の
中に密封的に嵌め込まれて保持されており、閉じた位置にある蓋と漏れ止め接触の領域を
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形成し、容器に面するその側部において、密封リップ（sealing lip）によって広げられ
ている。密封リップは、ベースがネックの外向面に固定されている時に、容器のネックの
内向面に当接するようになっている。
【００１０】
　このように発明の密封装置は、構造的に区別できるが共に組立てられている二つの部材
を実質的に有し、すなわちそれらは、蓋がその上にヒンジ係合されているベース及び、フ
ローチムニである。各部材は、適切な可塑性材料を成形することによって簡単に得ること
ができる。装置を容器のネックに固定することは、装置のベースによって実質的に、又は
単独でさえも実現でき、装置と容器のネックとの間の密封が実質的に、又は単独でさえも
チムニを延ばすリップによって保証される。単一の部品によるのではなく、二つの異なる
部材によって固定及び密封のこれら二つの機能を提供するという事実は、二つの部材それ
ぞれの形成をより容易にする。その後、二つの部材は一緒に簡単に組立てられる。最初に
チムニが、ベースの穴の中に適合及び保持されることが可能になるように、大きさを決め
られ、それは一つ以上の漏れ止め接触が、チムニの外向面と、少なくとも穴を形成するベ
ースの壁との間に確立されるようになされ、第二に、チムニと閉じた位置の蓋が漏れ止め
接触領域で漏れ止め接触を確立する。このようにして、ベースとチムニとが共に組立てら
れた時及び、密封装置が消毒液の槽に浸された時、又はそのような液体が装置に噴霧され
た時に、致命的な空間はベースと蓋との間及びベースとチムニとの間には存在しない。そ
の結果、消毒液は部材間に浸透することはできない。そして装置の洗浄は、装置全体の外
向面及び内向面にある消毒液の痕跡を取り除くことを可能にする。
【００１１】
　分離して、又は技術的に実現可能な組合せでみられる密封装置の他の特徴によると、
・チムニには、ベースが容器に固定された時に、ベースと容器のネックとの間に入るため
の外周のフランジが付与されており、フランジの外周端がベースの内向面の一部に対する
密封のために可撓性の密封リップを形成する。
・チムニがベースに適合されており、ベースの内向面の少なくとも一部が、チムニの外向
面によって支持される漏れ止め接触領域と相補的な形状によって協働することで、チムニ
とベースとの間に形成される隙間を漏れないように密封する。
・蓋が閉じた位置にある時、蓋の内部が、チムニの外向面、及び可能であれば内向面によ
って形成される漏れ止め接触と相補的な形状によって協働することで、蓋とチムニとの間
に形成される隙間を漏れないように密封する。
・容器から離れた側において、チムニは容器に含まれている液体又は同様のものを取り出
すための管状の注ぎ口を形成し、蓋は、蓋が閉じた位置にある時に、注ぎ口を漏れないよ
うに覆い密封する壁部を有する。
・少なくとも一つの当接スカートは、注ぎ口の内向面及び／又は外向面の対応する部分を
漏れないように当接しており、蓋の前記壁から突出している。
・注ぎ口には密封材が内部に付与されており、密封材は剥されるか、破り取られるであろ
う。
・注ぎ口にはリップが付与されており、リップは注ぎ口の内向面から注ぎ口へと突出して
おり、前記蓋が組立てられる間に、蓋によって弾性的に変形するようになっており、その
変形は、リップがチムニの長手軸にほぼ垂直な平面内に通常延びている非変形状態と、リ
ップが蓋に対して周囲の密封線（sealing line）を形成する変形状態との間で起こる。
・チムニ及び蓋は、特に相補的な形状によって、蓋を閉じた位置に保持するためのそれぞ
れの保持手段を有し、保持手段は、チムニ及び蓋との間に漏れ止め接触を提供する領域と
は異なる領域において、チムニ及び蓋に配置されている。
・蓋は側壁を有し、側壁は、蓋が閉じた状態にある時に、チムニを取り囲んでおり、側壁
の外向面は、ヒンジストリップに配置されている凹部をその周囲に有する。
・そのストリップ又は各ストリップの好適な変形領域は、ベースに対して蓋を回動させる
ための回動軸を形成し、ストリップとベースとの連結領域よりストリップと蓋との連結領
域により近く配置される。
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・蓋には外部スタブ（stub）が取り付けられている。スタブは、蓋の周囲のヒンジストリ
ップに配置されており、蓋がその閉じた位置からその開いた位置へと移る間に、ベースと
当接し、摺動するための形状になっている。
・ベースは、蓋がその開いた位置にある時に、スタブを受容し、固定するためのハウジン
グを形成する。
【００１２】
　更に、上述の蓋とヒンジ係合した密封装置の初使用インジケータは、ある意味では要求
を満たしていない。それは、それらが破断可能なブリッジの使用に基づいており、蓋が閉
じた位置にある時には、ブリッジは、使用者に蓋が既に開いているか否かを確信をもって
決めさせることができないか、それらは使用者が完全に除去することによって始めなけれ
ばならない不正開封防止ストリップによって構成されており、環境を思いやることなく、
子供が偶然それを飲み込む危険性を有して捨てられるかのどちらかである。
【００１３】
　それらの欠点を回避するために、発明の密封装置は、装置の最初の使用を示すためのイ
ンジケータを有する。前記インジケータは少なくとも一つの細長いタブを有し、タブは、
蓋が最初に空けられる前は、ベースのほぼ周囲方向に沿って長手方向に延びている。タブ
の第一の端はベースと蓋の中の要素にヒンジ係合するように連結されており、一方で第二
の端は、少なくとも一つの破断可能なブリッジを介して他の部材へと連結されている。
【００１４】
　蓋が最初に開けられた時、発明の初使用インジケータのタブ又は各タブの長手方向は、
ベースに対してほぼ周囲の方向から、ベースの長手軸により平行な方向へと移る。このよ
うに使用者は、蓋が最初に開けられている事を素早く又簡単に知ることができる。
【００１５】
　装置の有益な特徴によると、
・インジケータは二つのタブを有し、それらはそれらの第二の端で共に結合されることで
、ループを形成する。ループは、蓋が最初に開けられる時に、ほぼ平坦な形状とより曲が
った形状との間を変形することができる。
・その第一及び第二の端の間において、そのタブ又は各タブには少なくとも一つの追加の
破断可能なブリッジが取り付けられており、ブリッジは、蓋が最初に開かれる時に、タブ
のブリッジ端より先に破断するようになっている。
・使用者にとって視認をより簡単にするために、ベースには少なくとも一つの穴が開けら
れている。穴は、放射方向にベースの最初から最後まで通っており、前記蓋が閉じた位置
にある時に、蓋に面するベースの縁で軸方向に開口している。そのタブ又は各タブは、そ
の穴又は穴の一つに内蔵されている。その穴又は各穴に面することで、チムニはタブの色
とは異なる色を都合よく提示し、それによって使用者に視覚的な対比効果をもたらす。
【００１６】
　使用者にとって視認を容易にするために、ベースは、ベースを半径方向に通っており、
前記蓋が閉じた位置にある際に、蓋に対面するベースの縁に軸方向に開口している少なく
とも一つのキャビティによって貫通されており、タブ又はそれぞれのタブがキャビティ又
はキャビティの内の一つに収容されている。キャビティ又はそれぞれのキャビティに面し
ているため、チムニはタブの色と異なる色であることが有利であり、それによって、使用
者に見た目の対比効果を生じることができる。
【００１７】
　発明は、上で規定されるようなネックを有し、密封装置に適合した容器も提供する。
【００１８】
　発明は更に、ネックを有する容器を密封する方法を提供し、方法は以下の段階を有する
ことを特徴とする。
・最初にほぼ管状のベースを形成すること。ベースは、ネックの外向面に固定されるよう
になっており、内部に容器内へと開口するための穴を形成し、閉じた位置と開いた位置と
の間をベースに対して回動するための少なくとも一つのヒンジストリップによって、蓋と
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一体的に作られることで、蓋が閉じた位置に形成される。
・第二にフローチムニを形成すること。チムニはベースの穴に密封的に適合及び保持され
るようになっており、閉じた位置の蓋と漏れ止め接触の領域を形成し、容器に面する側に
おいて、ネックの内向面に当接するようになっている密封リップによって延ばされている
。チムニはベース及び蓋から分離して形成される。
・ベースの穴の内部において、チムニを適合させ、それが少なくとも一つの方向に動くこ
とを防止すること。
・消毒液をチムニ、ベース及び蓋を有するアッセンブリの外部及び内部に使用し、その後
にアッセンブリを洗浄すること。
・ベースを容器のネックの外向面に固定すること。それによって、リップがネックの内向
面に漏れないように当接する。
【００１９】
　発明は、以下の説明を読むことでより良く理解されるであろう。それは単に例示として
与えられており、添付の図面を参照して行われている。
【００２０】
　図１から４は、容器２を密封するための密封装置１を示しており、容器２は一部分のみ
、及び図３の右側部分に示されている。例として、容器はポリエチレンテレフタラート（
PET）から作られたボトルであり、ミネラルウォーターのような飲み物を含む。
【００２１】
　装置１は基本的に二つの部品を有し、それらは別々に製造され、その後に以下で説明さ
れるように一緒に組立てられる。すなわち、
・中心軸X-Xを有するほぼ管状のベース３。その上にヒンジ結合した蓋４があり、蓋４は
二つのヒンジストリップ５を介してベースと一体的に作られており、ストリップの一つが
図２及び図４にも示されている。
・図の軸X-Xとほぼ一致する中心軸を有するほぼ管状のチムニ６。
である。
【００２２】
　最初に、ベース３及び蓋４が以下に非常に詳しく説明される。
【００２３】
　ストリップ５を変形することによって、蓋４はベース３に対して軸Z-Zを中心にして、
図１に示される閉じた位置と、図２に示される開いた位置との間で回動することができる
。容器中に含まれる液体は、蓋によって留められることなく自由に容器から取り出すこと
ができる。
【００２４】
　このように、各ストリップ５は蓋とベースとの間にヒンジ型の連結を構成する。ストリ
ップ５の厚みは、繰返し曲げられることに十分に耐えられるため、使用者が蓋４をベース
３から引き抜く危険を回避し、蓋を飲み込む危険を犯すことを避けることができる。各ス
トリップは、例えばリブを用いて取り付けられるのが有利であり、それにより回動軸Z-Z
を形成するその好適な変形領域は、図４に示すように蓋４とのその連結領域に可能な限り
近くなる。その理由が以下においてより詳しく説明される。
【００２５】
　以下の説明において、形容詞「頂部の（top）」及び「底部の（bottom）」は、装置１
を基準として規定される。装置１は、ほぼ水平な表面上に平らに位置するベース３を有し
、閉じた位置に蓋４を有する。このように装置の頂面は、図１、３及び４並びに図８から
１５において上を向いており、その一方で、底面は下を向いている。
【００２６】
　ベース３は軸X-Xに沿って段がつけられており、従って底部３１及び頂部３２を有する
。両者は、ほぼ管状の円筒形である。ベース３を構成する壁の厚さは、その全長に渡って
ほぼ一定であり、底部３１の直径は、頂部３２の直径よりも確実に大きくなっている。部
分３１及び３２は肩３３を介して相互に連結されており、肩は水平に延びており、軸X-X
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にほぼ垂直である。
【００２７】
　底部３１には、容器２のネックの外部ねじと協働するための内部らせんリブ３１１が取
り付けられているため、装置１を容器上に保持することができる。従って、ベース３は直
接ネック２１周囲に固定されるようになっており、すなわち、それらの間に位置する密封
装置の他の不可欠な部材を要することなく、ネックの外向面に固定される。
【００２８】
　蓋４はほぼ円錐台（frustoconical）型をしており、その軸は、蓋が閉じた位置にある
時は、軸X-Xと一致する。その頂端において、蓋はほぼ水平な壁４１によって閉じられて
おり、壁４１は蓋の側壁４２と一体的に形成されている。その周囲において、側壁４２は
複数の凹部、すなわち、窪んでいる外向面を備えた複数の領域を有する。図３に見られる
第一の凹部４２１は、蓋４の周囲におけるストリップ５の間に位置する。凹部４２１は図
２に示されるように、蓋４が開いた位置にある時に、ベース３の肩３３の一部を受容する
大きさにされている。ストリップ５それぞれの長手方向において、蓋４にできる限り近く
回動軸Z-Zを付与することによって、凹部４２１の深さは適度に維持されることができ、
蓋が肩３３と接触する前に１８０°以上の角度を超えて開くことを阻害する事もない。
【００２９】
　凹部４２１と直系方向に対向する第二の凹部４２２は、壁４１の半径方向の延長線上に
延びるピーク（peak）４２３によって上部が閉じられている。従って、凹部４２２は、蓋
をその閉じた位置からその開いた位置へと回動させるために、力F423をピーク４２３に加
えることを目的とする使用者の指の先端を受容するための受容領域を構成する。
【００３０】
　ベース３、蓋４及びストリップ５は単一の部品を形成し、それは、プラスチック材料を
成形することにより、閉じた位置にある蓋と共に作られる。従ってその成形後に、蓋４は
、基部３２の頂縁３２１から蓋の側壁４２の底縁４２６へと延びているストリップ５と、
装置１の初使用インジケータ７、すなわち、容器２を開ける目的で蓋４が回動されるのが
初回であることを示すためのインジケータとの両方によってベース３に連結される。スト
リップ５及びインジケータ７から離間して、ベース３の頂縁３２１及び蓋４の底縁４２６
は互いに面するように位置しており、例えば図３の平面のように、多かれ少なかれ接触す
るようになっている。
【００３１】
　フランス国特許公開公報第2827261号において提案されている装置に類似する装置によ
って、開いた位置における蓋４の開放角度は、有益なことに１８０°より大きい。更に、
蓋をより容易に回動させるため及び、開いた位置のままでそれを維持するために、蓋の側
壁４２の底部が、図５Ａから５Ｃにおいてはっきりと視認できるスタブ（stub）４２８と
一体的に形成されている。スタブは壁４２から半径方向外側に、及びストリップ５間の斜
めに突出している。従って、スタブ４２８は壁４２の底端を軸方向に一部分形成している
ために、その底面は、部分的に蓋４の底端４２６を構成する。ほぼ円筒状のスタブの外縁
４２９は、曲面４３を介して底縁４２６に連結されている。面４３は、図５Ｂに示される
ように蓋４が回動される時に、基部３２の頂縁３２１と協働するように設計されている。
より正確には、矢印F4によって示されるように、蓋４が回動する間に、面は縁３２１の外
周と接触するようになり、それが丸くなっていることにより、ベース３の壁３２に対して
摺動する。従ってそれが回動する間に、蓋４は、それが図５Ｃに示されるその最大の開い
た位置に到達するまで、ベース３に対して効果的に誘導される。
【００３２】
　二つの任意の追加装置が、図６及び７にそれぞれ示されている。図６においては、スタ
ブ４２８に面する縁３２１の一部が、軸X-Xから離間して、ベース３の底部３１に向かっ
て傾斜するように斜めになっている。このようにして、蓋４の最大の開く角度は、図５Ａ
と比較して数度に相当するまで大きくなる。図７においては基部３２の外向面に、斜めに
ストリップ５の間に位置する部材３２５の突起を備えている。このように突起の直上で、
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ベース３は、蓋４が完全に開いた時に、スタブ４２８を受容し、固定するためのハウジン
グ３２６を形成する。
【００３３】
　インジケータ７は、図３の断面に関してほぼ対称的な二つのタブ７１を有する。それぞ
れのタブ７１は、蓋が最初に開かれる前は、ベース３のほぼ周方向に沿って長く延びる細
長いストリップの形状である。より正確には、各タブ７１の長手方向の端７２は部分３２
と一体的に形成されており、その一方で反対端７３は、破断可能なブリッジ７４を介して
蓋４の縁４２６と一体的に形成及び、連結されている。端７２は、タブ７１の残りの部分
と比べて薄いために、端はベース３に対してタブを回動させるための回動ヒンジを構成す
る。このようにして、蓋４が図２の矢印F4によって示されるように、その閉じた位置から
その開いた位置へと初めて回される時に、蓋４はブリッジ７４を介して、タブ７１をその
端７２において、図２の矢印F71によって示されるように、軸X-Xに対してほぼ半径方向で
ある軸に対して回動させる。そしてそれぞれのタブは、図２で見られるタブ７１の破線表
示によって示されるように、軸X-Xと平行になるような方向に沿って長く延びる。タブ７
１は、ブリッジ７４が破断するまで回転し続ける。そしてタブ７１は、図２において連続
した線で示されるように、弾性的にそこへ戻ることによって、大体その最初の形態をとる
。
【００３４】
　こうして、使用者が最初に装置１を操作する時及び、使用者が蓋４を回動する時に、使
用者はタブがその端７２のまわりに回動されたか否かを確認ことができる。使用者に簡単
及び明確にタブ７１の回動を分からせるために、それぞれのタブはキャビティ３２２に内
蔵されている。キャビティは、部分３２の壁を貫通しており、頂縁３２１から下向きに開
いている。キャビティの底壁はタブ７１の底から離れており、隙間jを残しているので、
使用者が簡単にタブ７１の最初の位置を知ることができる。
【００３５】
　チムニ６が以下において詳細に説明される。
【００３６】
　チムニ６は、例えばプラスチック材料を成形することによって得られる単一の部品とし
て形成される。この部品は、以下で説明される先端のノズルに配置された管状の円筒形で
ある底部６１を有する。ノズルは装置１から取り出すことを目的として、可能であれば容
器２から直接飲む使用者の口へとまっすぐに液体を流す。
【００３７】
　シリンダ６１の外径は、ベース３の頂部３２の内径とほぼ等しいために、チムニ６は部
分３２によって形成される穴３２３の内側に嵌め込まれるようになっている。図１から４
に示されるように、チムニがベース３に嵌め込まれると、シリンダ６１の外向面６１１の
一部は、部分３２の内向面３２４の対応する部分と漏れ止め接触のほぼ円筒形の領域６１
２を形成する。
【００３８】
　環状フランジ６３は、シリンダ６１の底端から半径方向外側に突出している。フランジ
は、ベース３の底部３１の内径とほぼ等しい外径を有する。このようにして、チムニ６が
ベース３に挿入される時、フランジ６３は、こうしてチムニ６に対する当接部を形成する
肩３３に対して同軸的に当接するよう設計されている。図３の右部分に示されるように、
フランジ６３は、装置１がネックにねじ固定されている時、肩３３と容器２のねじ付きネ
ックとの間に同軸的に配置される。
【００３９】
　フランジ６３はその外周上において、ベース３の部分３１の内向面３１２に対して密封
するための可撓性密封リップ６３１を形成する。
【００４０】
　ベース３へのチムニ６の挿入を妨げることを回避するために、部分３２とベース３の肩
３３との間の移行領域の内向面が、シリンダ６１とフランジ６３との間の移行領域の外向
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面と衝突させないように少し傾いている。このことは、前記チムニがベースへ挿入される
時に、ベース３とチムニ６との間に隙間空間８１をもたらす。空間８１は、一方はシリン
ダ６１と部分３２との間の接触領域６１２によって、他方は部分３１に当接する密封リッ
プ６３１によって、外部から密封的に隔離されている。
【００４１】
　シリンダはリップ６４によって下向きに延びており、リップ６４はほぼ環状の円筒形で
あり、シリンダ６１と同軸上にある。リップ６４の外向面は、図３の右部分に示されるよ
うに、装置１がネックにねじ固定される時、容器２のネック２１の内側に漏れないように
当接するためのものである。このために、リップ６４とシリンダ６１との間の遷移領域（
transition zone）は、図３の矢印F64によって示されるように、少し変形することができ
る。
【００４２】
　蓋４が閉じた位置にある時に、その側壁４２の内向面４２７の底部が、シリンダ６１の
頂部に対して密封的に当接するように設計されている。言い換えればシリンダの頂部が、
側壁４２と漏れ止め接触のほぼ円筒形の領域６１３を形成する。
【００４３】
　チムニ６のノズル６２はほぼ円錐台の形状をしている。それは管状の壁部６５を介して
底のシリンダ６１と一体的に形成されており、管状の壁部６５は、シリンダ６１及び、ノ
ズル６２の底端よりも半径方向において軸X-Xにより近くなっている。このように、壁６
５は円筒状の溝６５１を形成し、溝は相補的な形状によって部材の突出部４２４Ａ及び４
２５Ａと協働する大きさになっており、突出部４２４Ａ及び４２５Ａは、図２に突出部４
２５Ａのみが示されるように、壁４２に形成されている二つの凹部４２４及び４２５にお
いて壁４２から内側に突出しており、図３の断面に関してほぼ対称である。このように突
出部は、蓋４が閉じた位置にある時、溝６５１にスナップ固定される。
【００４４】
　その上端において、ノズル６２は環状の注ぎ口６６によって上向きに延ばされており、
その内部には、チムニ６と一体的に形成されている三つの半径方向の枝６７１の形状をし
た流量調節材６７が設置されている。
【００４５】
　注ぎ口６６は、相補的な形状によって蓋４の壁４１と協働するようになっている。より
正確には、二つの同心スカート（concentric skirt）４１１及び４１２が壁４１から下向
きに突出しており、前記スカートは、蓋４が閉じた位置にある時に、注ぎ口６６のどちら
かの側に設置される。小径のスカート４１１はより小さな同軸の寸法を有し、こうして注
ぎ口６６の内向面６６２の端部６６１に対する密封リップを形成し、一方で他のスカート
４１２は、注ぎ口の外向面６６４の大寸法部分６６３に対して漏れないように当接するの
に十分な軸方向の寸法を有する。注ぎ口６６とスカート４１２との間の接触領域６６３の
漏れ止めは、外向面６６４の頂部及びスカート４１２の内向面の底部の両方を僅かに凸状
にすることによって改善される。
【００４６】
　蓋４が閉じた位置にある時、それはチムニ６を取り囲み、大きな隙間８２がノズル６２
と蓋４との間に形成される。空間８２は、一方はチムニのシリンダ６１と蓋の側壁４２と
の間にある接触領域６１３によって、他方は注ぎ口６６と蓋の壁４１との間の接触領域６
６１及び６６３によって外部から密封的に隔離されている。
【００４７】
　上述したように、装置１は、最初にチムニ６、そして第二にベース３、閉じた位置にあ
る蓋４及びヒンジストリップ５を有する部材を別々に製造することによって得られる。そ
してチムニ６は、上に向けられたノズル６２と共に底部３１を介して軸X-Xに沿ってベー
ス３へと挿入される。チムニは、フランジ６３がベース３の肩３３に軸方向に当接するま
で挿入される。こうして、蓋４の突出部４２４Ａ及び４２５Ｂは、チムニの溝６５１に係
合され、例えばその壁部４１の頂面に対して当接することによって、蓋４が軸方向の上向
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きに動くことをおそらくは防ぎ、インジケータ７が変形しすぎるのを回避することができ
る。可撓性リップ６３１は、チムニ６とベース３との間に半径方向の許容間隔をとる。こ
うして、装置１は図１、３及び４の形態をとる。
【００４８】
　その後、装置１は消毒液の槽に浸すことによって、及び／又はそのような液を装置の外
部及び内部に吹き掛けることによって殺菌される。空間８１及び８２は、装置の組立て中
に確立された様々な漏れ止め接触領域６１２、６１３、６６１及び６６３とリップ６３１
とによって外部から密封的に隔離されているため、消毒液は図３及び４において矢印Ａに
よって示されるように空間の中へ浸透しない。そして装置は、全ての消毒液の跡を除去す
るように内側及び外側の両方とも、特に蓋４の面している縁４２６とベース３の面してい
る縁３２１との間を完全に洗浄される。
【００４９】
　そして装置１は、ネックの頂縁がフランジ６３に軸方向に当接するようになるまで、容
器２のねじ付きネック２１にねじ留め固定され、それによって、チムニ６がベース３の底
から外れるのを防ぐ。このように、容器２の内側と装置１の内側との間の漏れ止めは、ネ
ック２１の内向面に当接するリップ６４によって実質的に提供されている。
【００５０】
　こうして、容器２に入っている液体を摂取しようとする使用者は、蓋４を軸Z-Zまわり
に回動させ、蓋がはじめて開かれる場合、手段７を変形させ破断させる。そして、ノズル
６２全体とシリンダ６１の頂部が外部から視認でき、アクセス可能になる。使用者の唇は
、消毒液を摂取する危険を伴わずにそこへ当てることができる。加えて、チムニ６をベー
ス３の色とは異なる色のプラスチック材料で作ることによって、使用者はチムニ６と対照
的なタブ７１を容易に見分けることができ、前記チムニはこうして窓として機能するキャ
ビティ３２２を介して外部から局所的に見ることができる。使用者は、蓋４が開いている
時、容器に入っている液体を取り出すための取り出し領域も容易に見つけることができる
。その結果、ある魅力的な外観を装置全体に与える。
【００５１】
　その後使用者は、チムニ６中の中空の溝６５１に蓋４によって支持される突出部４２４
Ａ及び４２５Ａを挟むことによって、効果的に蓋４を密封することができる。それらの漏
れ止め接触領域６１３、６６１及び６６３の異なる領域において、閉じた位置に蓋を保持
するために蓋４とチムニ６とが協働している限り、蓋の繰り返しの閉塞によって蓋とチム
ニとの間の密封が著しく損なわれることは無い。
【００５２】
　図８から図１３は密封装置１の変形形態を示し、変形形態における図１から図５Ｃの密
封装置に共通する要素は、同じ参照番号によって示される。以下に説明されるように、こ
の変形形態は図１から図５Ｃの実施形態とは、そのチムニ６と閉じた位置にあるその蓋４
との間の漏れ止め接触領域と、蓋を回動させ、そのまま維持する装置の形態と、初使用イ
ンジケータとにおいて根本的に異なる。その上、図１から５Ｃの装置と対照的に、図８か
ら１３の装置のチムニ６は内部流量調節材を有さない。
【００５３】
　図１０及び１１に示されるように、チムニ６の注ぎ口６６’の頂端は、図の軸X-Xと一
致する中心軸を有する環状リップ６６５’を備え、前記リップは注ぎ口の内向面６６２’
から前記軸に向かって半径方向に突出している。リップ６６５’は、前記蓋が閉じた位置
にある時には、蓋４の壁４１から下向きに突出している内部スカート４１１’によって弾
性的に変形される大きさにされている。より正確には、蓋が閉められた時、スカート４１
１’の自由端がリップ６６５’の自由端を下向きに押し、前記リップを変形させ、それら
の間に漏れ止め接触領域６６１’を形成する。蓋がその開いた位置からその閉じた位置へ
と回される時、リップ６６５’の自由端の弾性によって、スカート４１１’がそれらと徐
々に接触するようにでき、回動ストリップ５の近くに位置するスカートの一部は、更に離
れたスカートの部分より先に、リップ６６５’に押し付けられる。言い換えれば、非変形



(13) JP 2008-511506 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

状態において、一般に軸X-Xに対して垂直な平面に延びるリップ６６５’の存在は、蓋４
は回動によって閉じるにも関わらず、接触線６６１’全体に沿った密封の信頼性を保証し
、そうでなければ、そのような回動装置はヒンジストリップ５から最も遠くにある蓋とチ
ムニとの間の接触領域での密封の不良を導く傾向にある。密封線６６１’は、チムニがベ
ースに組付けられた時に、特に上述したような消毒液の浸透を防ぐために最初に構築され
、続いて、蓋が閉められる度毎に構築される。
【００５４】
　第二の密封線６６３’は、注ぎ口６６’の外向面６６４’と蓋４の内側との間に付与さ
れるのが有利である。このために、第二の内部スカート４１２’はスカート４１１’と同
心円状に蓋の壁４１から下向きに突出し、スカート４１１’はスカート４１２’の直径よ
り小さい直径を有する。スカート４１２’は、注ぎ口６６’の外向面６６４’に漏れない
よう当接するように設計されているため、スカート４１２が、図１から５Ｃの装置の注ぎ
口６６に当接する方法に似た様式で、第二の密封線６６３’を形成する。蓋４の側壁４２
が第二のスカート４１２’の形成をより容易にするような大きさにされることによって、
その凹部４２２及びスカート４１２は、図１０の断面において単一壁の部材によって形成
されている。
【００５５】
　蓋の回動をより容易にし、その開いた位置のままでの維持を改善するために、蓋４の側
壁４２の底部が、図９、１０及び１２Ａから１２Ｄに明確に見られるスタブ４２８’と一
体的に形成されている。スタブは、壁４２から外に半径方向に、且つストリップ５の間で
斜めに突出している。スタブ４２８’は、部分的に壁４２の軸方向の底端を形成しており
、その底面４２８Ａ’は、部分的に蓋４の底縁４２６を構成する。ほぼ円筒形のスタブの
外縁４２８Ｂ’は、曲面４２８Ｃ’を介して底面４２８Ａ’に連結されており、曲面４２
８Ｃ’は、図１２Ａから１２Ｄに示されるように、蓋４が開いた位置へと回動される時に
、基部３２の頂縁３２１と協働するように設計されている。より正確には、縁３２１は、
基部３２の外向面から外に突出しているバルジ３２５’を、スタブ４２８’と軸方向に対
向して備えている。バルジの頂面３２５Ａ’は、軸X-Xから離れるように、ベース３の底
部３１に向かって傾くように斜めになっている。このようにして、蓋４が図１２の矢印Ｆ

4によって示されるようにその開いた位置へと回動する際に、スタブ４２８’の曲面４２
８Ｃ’は、図１２Ｂに矢印Ｆ4示されるようにバルジ３２５’の傾斜面３２５Ａ’に対し
て摺動し、回動する。それは、曲面４２８Ｃ’が、図１２Ｃに示されるようにバルジの端
縁３２５Ｂ’に移動されるまで、効果的に蓋４を下に向かって誘導するように行われる。
蓋４は、その側壁４２がベースの底部３１及び頂部３２と連結されている肩３３に接触す
るまで回動し続け、ストリップ５はこの目的のために大きさを決められる。蓋４と接触す
るその領域で、肩３３は、軸X-Xに向かって上向きに傾くように斜めになっている外向面
３３Ａ’を有する。使用者が蓋を回動させるために力を加え続ける間、面３３Ａ’が蓋４
のための傾斜を形成することによって、矢印Ｆ’4によって示されるように、蓋４が軸X-X
に向かって面３３Ａ’に沿って摺動する。摺動によってスタブ４２８’は、基部３２の縁
３２１によってバルジ３２５’の真上に形成されるハウジング３２６’に係合する。この
ようにして、蓋は図１２Ｄの形態をとり、その凹部４２１は、バルジ３２５’と角度的に
同じ位置に配置されているベース３の領域を相補的に覆うようになる。従って、ハウジン
グ３２６’にスタブ４２８’を受容することで、蓋４は完全に開いた位置に固定され、そ
の状態における蓋の開く角度は約１８０°である。
【００５６】
　図１から図５Ｃの装置のインジケータ７の変形体として、図８から１３の装置のインジ
ケータ７’は可撓性ループ７１’を有し、可撓性ループは蓋４が最初に開かれる前はベー
ス３の周囲方向に沿って平坦であり、一方で蓋が最初に開かれる間は、ループは図１３に
示されるようにより曲がった形態をとる。このために、ループ７１’はキャビティ３２２
’内に収まっており、キャビティは、基部３２の壁を半径方向にずっと通り、この部分の
頂縁３２１から下向きに穴が開いている。ループはキャビティ３２２’の底壁と一体的に
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の連結領域は、ベース３に対してループを回動させるためのヒンジを構成する。蓋が開け
られる間にループ７１’を引っ張り変形させるために、ループ７１’の中間部分７３’が
破断可能なブリッジ７４’を介して蓋４の縁４２６に連結されている。
【００５７】
　蓋４が初めて開けられている間において、ブリッジ７４’の早すぎる破断を回避するた
めに、また、この結果使用者が、装置が開けられるのが最初か否かを知るのが困難になる
のを避けるために、別の破断可能なブリッジ７５’が、蓋の縁４２６でブリッジ７４’と
その端７２’との間のループに沿って位置するループ７１’の二つの領域それぞれに連結
しているのが有利である。追加のブリッジ７５’はメインブリッジ７４’ほど強くなく、
すなわち図１３に示されるようにブリッジ７４’より先に破断する。しかし、それらが破
断する前に、ブリッジ７４’と共にブリッジ７５’は、装置が初めて開けられることを使
用者に保証するのに十分な大きさにループ７１’を変形させる。
【００５８】
　言い換えれば、ループ７１’は、図１０の断面に関して対称的な二つの別々のタブ７１
Ａ’と７１Ｂ’とによって構成されており、タブは、ブリッジ７４’の部分７３’に共に
連結されている。変形形態として、二つのタブ７１Ａ’及び７１Ｂ’の一つのみが装置の
初使用インジケータとして付与されることができる。
【００５９】
　上述の密封装置１の様々な発展及び変形を想定することもできる。例として、
・タブ７１、７１Ａ’又は７１Ｂ’それぞれのヒンジ結合が、タブとベース３との間の連
結部に付与される代わりに、蓋４との連結部に付与され、こうして、タブはブリッジ７４
又は７４’に似た破断可能なブリッジを少なくとも一つ介してベースへと連結される。及
び／又は
・流量調節材６７に、又は前記流量調節材の代わりに、チムニが密封材に取り付けられる
こともでき、密封材は引き剥がすか、破り取ることができ、握ることのできるプルタブを
都合よく取り付けられる。密封材は、特に容器が保存に関して特にデリケートな物質を含
んでいる時に追加の装置の初使用インジケータを構成する。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】閉じた位置にある蓋を有する本発明の密封装置の斜視図である。
【図２】開いた位置にある装置の蓋を有する別の視点からの図１と同様の図である。
【図３】装置の対称な面における図１の装置の長手方向の断面図である。
【図４】図３の断面に対して角度的にずれている面における図１の装置の長手方向の断面
であり、蓋を装置のベースに対して回動させるためのヒンジストリップの一つを含む図で
ある。
【図５Ａ】図３の円形の細部Ｖの拡大図である。
【図５Ｂ－Ｃ】開いた装置を示す図５Ａと同様の図である。
【図６】密封装置の第一の変形形態を示す図５Ａと同様の図である。
【図７】装置の第二の変形形態を示す図５Ｃと同様の図である。
【図８－９】本発明の装置の第三の変形形態を示すそれぞれ異なる角度からの斜視図であ
る。
【図１０】装置の対称な面における図８及び９の装置の長手方向の断面である。
【図１１】図１０の円形の細部XIの拡大図である。
【図１２Ａ－Ｄ】それぞれ装置が開く連続的な段階を示す図１０の円形の細部XIIの図で
ある。
【図１３】初めて開けられている装置を表す図８と同様の図である。
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【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図１２Ａ】
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【図１２Ｂ】
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【図１２Ｄ】

【図１３】
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